
８足総副ガ収第３４号

令和８年４月１３日 

 

足立区監査委員 様 

 

足立区長 近藤 やよい 

 

令和７年度定期監査（第三期）結果報告書の 

指摘事項に対する措置事項について（回答） 

 

令和８年１月２６日付７足監発第１４３２号により提出された令和７年度定期監

査（第三期）結果報告書の指摘事項に対して、下記のとおり措置を講じたので、地方

自治法第１９９条第１４項の規定に基づき通知いたします。 

 

記 

 

１ 指摘事項 

（１）有効期限切れの消防用設備等〈住区推進課〉 

（２）未実施の業務委託に係る不適切な支出〈住区推進課〉 

（３）郵便切手の管理の不備〈西部福祉課〉 

 

２ 措置内容 

別紙「令和７年度 定期監査（第三期）結果報告・措置事項」のとおり 

 

 

【担当】 

ガバナンス担当部ガバナンス担当課 

内線１３５５ 

 

写

し 
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令和７年度 定期監査（第三期）結果報告・措置事項 

（１）指摘事項  

指  摘  事  項 措  置  事  項 

有効期限切れの消防用設備等 

消火器の使用期限はおおむね１０年とされている。製造後１０年を

経過しているものについては、交換するか、継続して設置する場合は消

防法施行規則第３１条の６に基づく点検基準（平成１６年消防庁告示

第９号）に定められた耐圧性能点検を実施しなくてはならないとされ

ている。 

また、ガス漏れ検知センサー（以下「センサー」という。）について

は、設置は消防法上の義務ではないものの、設置後の有効期限は一般的

に５年とされている。 

住区推進課管理の施設の消防用設備等保守点検業務委託について監

査したところ、以下の不適切な対応が認められた。 

中央南地域集会所（以下「集会所」という。）の消防用設備等保守点

検業務委託において、７月と１月の年２回、点検を実施している。令和

６年７月の点検報告書で、集会所に設置してある消火器４本について

製造から１０年を経過しているため交換を要する旨、受託事業者から

報告があり、更に令和７年１月の点検でも同様の報告がなされていた。

しかしながら、令和７年７月の点検時及び事務監査実施日（令和７年１

１月１７日）においても、依然として交換がなされておらず、耐圧性能

点検も未実施のまま放置され、改善が図られていなかった。 

長門住区センター（以下「住区センター」という。）の消防用設備等

保守点検業務委託において、令和６年７月の点検報告書で、住区センタ

ーに設置してあるセンサー３台が有効期限（令和５年７月）切れのため

交換を要する旨、受託事業者から報告があり、令和７年１月の点検でも

同様の報告がなされていた。令和７年７月の点検時においても依然と

して改善がされておらず、センサーの機能不全が万が一の事故につな

有効期限切れの消防用設備等 

１ 事実関係 

（１）中央南地域集会所内に設置している消火器（４本）及び 

長門住区センター内のガス漏れ検知センサー（３台）が、 

有効期限を経過したまま取替を行わず放置していた状態 

でした。 

（２）本来であれば、令和６年の消防設備等保守点検業務にお 

ける有効期限切れの報告があった時点で、速やかに取替を 

行うべきでした。また、令和７年度の担当者へ引継ぎも行 

っていませんでした。 

（３）令和７年度の担当者は、令和７年９月下旬に提出のあっ 

た点検報告書を確認し不備を把握したため、所管する全施 

設（住区センター等４５施設）の管理が適切なものとなる 

よう以下の対応を行いました。 

① 点検報告書を基に消火器（４４７本）、ガス漏れ検知 

センサー（５１台）について使用期限等を記載した台帳 

を作成 

② 作成した台帳を基に、その他の有効期限切れは、消火 

器８０本、ガス漏れ検知センサー１６台と判明 

③ その後、旧西新井住区センターの解体により別保管し 

ていた有効期限内の消火器１０本を、有効期限が切れて 

いる古い消火器から順次交換 

④ その他の有効期限切れの消火器（７０本）及びガス漏 

れ検知センサー（１６台）は、契約事務を進め令和８年 

２月に全て交換完了 
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令和７年度 定期監査（第三期）結果報告・措置事項 

（１）指摘事項  

指  摘  事  項 措  置  事  項 

がるリスクも高いまま施設運営が行われていた。なお、現在は大規模改

修工事により令和７年９月８日から休館となっている。 

消火器やセンサーの交換についてはすぐに対応可能であるが、点検

時に交換の報告を再三受けていたにもかかわらず放置していたこと

は、不特定多数の人が利用する公共施設の安全管理を怠っていたと言

わざるを得ない。 

今後このようなことが繰り返されないよう必要な改善措置を講じら

れたい。 

<住区推進課> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 課内職員に対し、建物・設備に関する適切な維持管理 

及び不適切管理による事故事例等を用いた課内研修を 

令和８年２月に実施 

 

２ 原因 

（１）使用期限を過ぎた消火器及びガス漏れ検知センサーにつ 

いて、担当者は使用に問題ないと判断し目先の期日等があ 

る事務を優先させてしまい、消火器等が「いざというとき 

に使用できない」「破損事故のリスク」があるなど、区民 

の命と安全を守る施設安全管理者としての危機意識が欠 

けていました。 

（２）施設の点検結果を決裁等で報告するルールが課内で定 

められておらず、担当者は安全管理に関する認識が欠けて 

いたため、消防用設備の有効期限切れなどの点検結果に関 

し、所属長、係長への一報や決裁のルール化を怠っており 

ました。また、所属長、係長も消防用設備等の安全管理に 

かかわる点検結果に関し、特に注意を払い担当者に確認を 

していませんでした。 

（３）住区推進課が所管する４５施設の消火器及びガス漏れ検 

知センサーについては、これまで製造日、型番、使用期限等 

を記載した管理台帳を作成していませんでした。 

 

３ 改善措置・再発防止策 

（１）全施設（住区センター等４５施設）の点検報告書は写真 

等を含め膨大な資料となることから、不良箇所を見逃すこ 
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令和７年度 定期監査（第三期）結果報告・措置事項 

（１）指摘事項  

指  摘  事  項 措  置  事  項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とが無いよう、令和８年度より所属内の共有を以下のとお 

り改めます。 

  ① 点検業者に対し不良箇所一覧の提出を求めます（令和 

８年度仕様書変更済）。 

② 不良箇所一覧の提出を受けた場合、所属長、係長に必 

ずその一覧の提出と口頭での一報を行い、速やかに適切 

な対応を行います。また、一連の対応は課内にも共有し 

ます。 

③ 今まで決裁を行っていなかった写真等を含めた点検報 

告書の一式（上記①の不良箇所一覧を含む）については、

今後、点検業者が点検結果報告書を提出する８月と２月 

のタイミングで、所属長、係長まで確認、決裁を行いま 

す。 

（２）消火器及びガス漏れ検知センサーについて有効期限等を 

設けた台帳を作成したため、今後は、消火器の取り換え時 

等、必要に応じて随時台帳を更新していきます。また、所 

属長、係長は、点検結果報告書の決裁に合わせて、同じく 

８月と２月のタイミングで、台帳が正しく更新されている 

かの確認、決裁を行います。 

（３）建物・設備に関する適切な維持管理についての課内研修 

については、今後も年度当初に１回実施し、安全管理に関 

する重要性の認識を徹底させます。 

<住区推進課> 
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令和７年度 定期監査（第三期）結果報告・措置事項 

（１）指摘事項  

指  摘  事  項 措  置  事  項 

未実施の業務委託に係る不適切な支出 

住区推進課（以下「所管課」という。）における、「建物清掃業務

委託（伊興住区センター外５か所）」の履行状況及び支出について監

査したところ、履行場所の一つである栗原北住区センター（以下「住

区センター」という。）において、仕様書で定められた回数の清掃が

行われていなかったにもかかわらず、契約金額全額が支払われていた

事実を確認した。 

経緯として、履行開始直前、住区センター職員から受託事業者に対

し、床の修繕直後であるため４月の清掃は不要、との要望があり、受

託事業者においても、４月は清掃を実施しない旨、所管課へ報告した

が、その際、別の月へ変更することや清掃回数減による契約金額変更

等の協議は行われなかった。 

所管課において、年度当初から清掃回数の減を把握できたにもかか

わらず契約変更等の適切な事務処理を行わず、結果的に契約一部不履

行の状態のまま受託事業者の請求に基づき代金の支払いを行ったこと

は、極めて不適切な事務処理である。今後このような事務の執行が繰

り返されることがないよう必要な改善措置を講じられたい。 

<住区推進課> 

 

 

 

 

 

 

 

未実施の業務委託に係る不適切な支出 

１ 事実関係 

（１）「建物清掃業務委託（伊興住区センター外５か所）」の令 

和６年度契約について、各施設ごとに年間で４回の作業を行 

う契約となっていました。その内、栗原北住区センターで、 

３回の作業しか行っていないにも関わらず、計４回分の全契 

約金額の支払いを行っていたことが判明しました。 

（２）清掃回数が３回となった理由は、栗原北住区センターの職 

員より、３月まで床改修工事を行っていたため、４月の清掃 

は不要との申し出が清掃業者にあったためです。 

（３）４月の清掃回数が減ったことについて、令和５年度末に清 

掃業者から住区推進課へ年間作業計画（３回分）として報告 

されていました。 

（４）本来であれば、清掃業者から報告があった時点で、誤った

清掃回数に気付き、清掃回数を３回に減らす契約変更を行う

べきでした。 

（５）しかし、年度当初に清掃業者が提出する年間作業計画と仕

様書を突合して清掃回数をチェックするルールにも関わら

ず、その確認を行わなかったため、年間作業計画が３回に減

ったことに気付きませんでした。 

（６）その後、支出を行う時点でも、年間作業計画と履行場所が

記載された作業報告書を突合して履行状況の確認を行うル

ールにも関わらず、その確認を行わなかったため履行実績の

ない清掃業者からの請求通りに清掃費用を支払ってしまい

ました。 
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令和７年度 定期監査（第三期）結果報告・措置事項 

（１）指摘事項  

指  摘  事  項 措  置  事  項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）清掃業者とは不履行であった１回分の清掃費用（６６，４

９５円）について、区へ返還してもらう方向で準備を進めて

います。 

 

２ 原因 

（１）令和６年４月の清掃回数が減った段階で、年間計画の変 

更や契約変更手続きをすべきところそれを怠り、その事実を 

令和５年度担当者と令和６年度担当者の間で引き継ぎがさ 

れておらず、新規担当者は仕様書内容や年間作業計画等の把 

握が不十分なまま、業務を担当していました。 

（２）毎月の支払い前に、委託業務が年間計画通りの履行がされ 

ているかなど、担当者、係長、課長がチェックする仕組みが 

ありませんでした。 

 

３ 改善措置・再発防止策 

（１）年間の清掃業務が漏れなく履行し、支払いも適正に行える 

よう、清掃業務関連のチェック表を新たに導入し、次の対応 

を行っていきます（チェック表は別紙）。 

① 当初の年間作業計画のチェックについて（清掃業者確定 

後の年度当初に実施） 

「仕様書の清掃回数」と契約確定後に清掃業者が提出す 

る「年間作業計画（清掃月）」を見比べて清掃回数及び実 

施月を記入します。 

② 支払い前の履行状況のチェックについて（清掃作業終了 

後に毎月実施） 
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令和７年度 定期監査（第三期）結果報告・措置事項 

（１）指摘事項  

指  摘  事  項 措  置  事  項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郵便切手の管理の不備 

 購入した郵便切手等（以下「郵券」という。）については、出納簿を

備え付けて受払を記帳整理し、出納保管責任者を定めて出納保管を確

実にすることとされている。 

清掃作業終了後、清掃業者が提出する「作業完了報告書」 

に記載されている実施月の履行状況と「年間作業計画書」 

を見比べてチェックします。 

履行に問題がなければ、清掃業者からの請求に基づき 

   支払いを行います。 

なお、「チェック表」は、年間の支払状況が把握できる 

「継続支払票」と「年間作業計画書」を一緒に綴り、所属 

長、係長も、今後は年度当初と履行後の支払い時にチェッ 

クを行っていきます。 

（２）本事案のように、年度末に翌年度の清掃回数が減ったな 

ど、特別な事情を把握した場合は、「清掃を別の月に振替 

える」または「契約額を減額する」などの対応を上司と相 

談し、翌年度新担当者へ通常業務の引継事項に加え、上記 

（１）のチェック表に対応方針を記載した内容の引継ぎも行 

っていきます。 

（３）契約事務及び支出事務が適正に行われるよう、本事案の 

共有および他所属のミス事例等を用いた課内研修を年度 

当初に１回行っていきます。 

<住区推進課> 

 

郵便切手の管理の不備 

１ 事実関係 

（１）令和７年４月当初から課長及び庶務係長の確認印が押印 

されていませんでした。 
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令和７年度 定期監査（第三期）結果報告・措置事項 

（１）指摘事項  

指  摘  事  項 措  置  事  項 

 ところが、西部福祉課の郵券の管理について監査したところ、事務監

査実施日（令和７年１１月２０日）において、以下の管理不備が認めら

れた。 

（ア）４月当初から課長及び庶務係長の確認印が押印されていない 

（イ）当月分の受払が鉛筆で記入されており、出納保管責任者の確認印 

も押印されていない 

（ウ）６券種で実枚数と出納簿の残数が一致していない 

 特に、上記（ウ）については、２券種が事務監査実施日にも使用され

ていたが、一致していない状態であった。使用者をはじめ、誰も確認を

行っていない状況と推認され、管理が杜撰(ずさん)であると言わざる

を得ない。 

 またこのほか、異なる事務事業にかかる郵券を、別の事務事業の予算

で購入した郵券から使用していた事実も確認された。 

 郵券は現金通貨に準じる金券であり現金同様に適正な管理が求めら

れるものであるとともに、事務事業を超えた郵券の使用は各事業費の

決算額が正しく反映されないため、少額といえども各事業分から使用

すべきものである。 

 今後このような事務の執行が繰り返されることがないよう必要な改

善措置を講じられたい。 

<西部福祉課> 

（２）当月分の受払が鉛筆で記入されており、出納保管責任者 

（担当者）の確認印も押印されていませんでした。 

（３）６券種の郵券（１円、２円、20円、50円、110円、500円） 

で、実枚数と出納簿の残数が一致しておらず、郵券の管理が 

できていませんでした。（下表参照） 

券 種 出納簿枚数 実際の枚数 不一致数 

１円 150枚 152枚 ＋２ 

 ２円 312枚 307枚 －５ 

２０円 241枚 243枚 ＋２ 

５０円 196枚 199枚 ＋３ 

１１０円 749枚 747枚 －２ 

５００円 344枚 343枚 －１ 

 

（４）異なる事務事業ＡとＢにつき、Ａ事務事業で使用する郵券 

の不足分を、別のＢ事務事業の郵券から使用していた事実が 

確認されました。 

 

２ 原因 

（１）課長及び庶務係長は、郵券の管理を担当者任せにし、鉛 

筆記入を黙認するなど、適正なルールの遵守や事務遂行の重 

要性に対する意識が欠如していました。 

（２）課長を含め、郵券を扱う職員が金券として厳重に管理す 

るという認識を欠いており、出納簿に鉛筆を紐で備え付け、 

その鉛筆を使って記入することを当然のルールとして行い、 

また、日々郵券の払い出しを行っていたにも関わらず、実枚 
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（１）指摘事項  

指  摘  事  項 措  置  事  項 

数と出納簿の残数の確認を怠っていました。 

（３）今回指摘を受けたＡ事務事業では郵券利用の頻度が少な 

く、限られた枚数で使用していましたが、令和６年１０月に 

郵便料金の値上がりがあった際、新たに郵券を購入する必要 

がありましたが購入することなく、別のＢ事務事業の郵券を 

利用してしまいました。 

 

３ 改善措置・再発防止策 

（１）郵券の管理については、金銭会計事務の手引き及び質疑応

答集に従い適正に事務処理していきます。具体的には、使用す

る職員と庶務係の担当が郵券の使用の都度、実枚数及び残枚

数を確認し、庶務係長及び課長の決裁を受けることにします。

また、毎月末に月計、累計を記入する際及び郵券購入時も庶務

係の担当者が実枚数及び残枚数を確認いたします。 

（２）鉛筆での記載は、組織的な改ざんにつながるため、出納簿か

ら鉛筆を外すとともに、ボールペンで記入する適正なルール

に改め徹底するよう、職員へ厳しく指導しました。また、出納

簿の表紙に、ボールペンでの記入、決裁及び残数を確認する旨

の注意喚起文を掲載しました。 

（３）異なる事務事業間で郵券を融通しないことを注意事項とし

て出納簿に表記し、今後は事業担当者が枚数を把握し不足し

ないようにするなど、適正な執行を徹底いたします。 

<西部福祉課> 

 

 



A
住区センター

B
住区センター

C
住区センター

D
住区センター

E
住区センター

F
住区センター

●　月　 月　 月　 月　 月　 月　

７　月　 月　 月　 月　 月　 月　

１０　月　 月　 月　 月　 月　 月　

１　月　 月　 月　 月　 月　 月　

担当者
チェック □ □ □ □ □ □

係長
チェック □ □ □ □ □ □

課長
チェック □ □ □ □ □ □

実施月 ●　月　 月　 月　 月　 月　 月　

担当者
チェック □ □ □ □ □

係長
チェック □ □ □ □ □

課長
チェック □ □ □ □ □

実施月 ７　月　 月　 月　 月　 月　 月　

担当者
チェック ☑ □ □ □ □

係長
チェック ☑ □ □ □ □

課長
チェック ☑ □ □ □ □

実施月 １０　月　 月　 月　 月　 月　 月　

担当者
チェック ☑ □ □ □ □

係長
チェック ☑ □ □ □ □

課長
チェック ☑ □ □ □ □

実施月 １　月　 月　 月　 月　 月　 月　

担当者
チェック ☑ □ □ □ □

係長
チェック ☑ □ □ □ □

課長
チェック ☑ □ □ □ □

年
度
当
初
チ
ェ
ッ

ク

引き継ぎ 旧担当者名：○○　☑　→　新担当者名：△△　☑

作業完了
報告書

※作業完了月を都度記入し、
履行のチェックを行う

１
回
目

２
回
目

清掃業務関連のチェック表

4回 4回 4回 4回

合っていたら
☑

項目

仕様書の清掃回数

年間作業計画

※清掃業者から提出されたら
実施月を記入

2回
※9月まで、

改修工事のため

2回
※10月以降、
改修工事のため

仕様書との回数確認

履
行
後
の
チ
ェ
ッ

ク

特記事項
（引き継ぎ事項等）

３
回
目

４
回
目

Ａ住区センターの１回目の作業計画が無いことについては、令和５年
３月まで床改修工事を行っていたためです。
新年度になったら、年間の回数を４回から３回に減らした契約変更を
行ってください。

栗原北住区センターの場

合の記入例です。

別 紙


